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青少年保護に向けたSNS利用規制の議論が活発化 

◆各国で活発化する16歳未満のSNS規制の取り組み 

各国で青少年のSNS利用を規制する動きが活発化している。背景にはSNSに起因

する、いじめによる自殺、偽情報や有害コンテンツに触れることで犯罪に巻き込

まれるリスクなどへの懸念がある。 2024年11月、豪州は国として初めて16歳未満

のSNS利用を全面的に禁止する法案を可決した。TikTok、Instagram、X(旧ツイッ

ター)などが対象で、SNS事業者が利用防止措置を怠った場合、最高4,950万豪ド

ル (約 50億円 )の罰金を科す。米国フロリダ州では 14歳未満の利用を禁止、カリ

フォルニア州では 13歳未満の SNSアカウント取得に保護者の同意が必要となる。

英国ではオンライン安全法が成立し、 25年中にSNS事業者に対し、 13歳未満にア

カウントを取得させない措置や有害コンテンツの削除、アクセス防止策を講ずる

ことなどを義務付ける。違反した場合、最高 1,800万ポンド(約 33億円)の罰金を

科す。仏やノルウェーでは15歳未満のSNS利用制限や禁止が検討されている。 

 

◆日本では子ども家庭庁が新たなワーキンググループ (WG)を設置し議論を開始 

日本では13～19歳の90.3％、6～12歳の43.5％がSNSを利用しており、青少年イ

ンターネット環境整備法のもとで安心･安全なネット利用の取り組みを進めてい

る。24年9月に同法の施策を推進する第6次基本計画が策定されたが、各国の動向

や中高生の闇バイトへの関与などを受け、 24年11月、子ども家庭庁の検討会の下

に有識者や大学生を委員とする新たなWGが設置された。初回の会合では、「現行

法が重点を置く悪質サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスだけ

では多様化するリスクへの対応が難しく、リテラシーを高めてリスクを回避する

ことを基本方針とすべき」、「青少年保護の役割をフィルタリングサービスの設定

義務のある携帯電話事業者や保護者だけでなく、SNS事業者も担うべき」、「高校

生･中学生だけでなく、小学生以下の対策を強化すべき」などの意見が出た。  

WGは25年夏までに、各国の法制度・取り組み事例や各関係省庁の取り組みの整

理、関係事業者へのヒアリングなどを行い、ネット利用をめぐる青少年保護のあ

り方の課題や論点を取りまとめ、基本計画の見直しにつなげる。  【新井佳美】 

https://www.pm.gov.au/media/social-media-reforms-protect-our-kids-online-pass-parliament
https://www.gov.uk/government/news/uk-children-and-adults-to-be-safer-online-as-world-leading-bill-becomes-law
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/240607_1.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/04628de7-d704-4ed2-ae11-7dfa859ded0e/4e684609/20240909_policies_youth-kankyou_internet_torikumi_guideline_05.pdf
https://www.cfa.go.jp/councils/internet-kaigi/5dad13db

